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 信越支社（長野県長野市、支社長 大曽根
お お そ ね

 和之
かずゆき

）受持区域内の長野県の伊那
い な

郵便局及び穂
ほ

高
たか

郵便局におい

て、元社員による郵便法違反事案等が判明しましたので、お知らせします。 

 このような事態を発生させ、お客さま及び関係の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫

び申し上げます。 

 今回の事態を真摯に受け止め、社員指導を徹底してまいります。 

 

1 郵便物 4通の隠匿 

(1)発生局    伊那郵便局（長野県伊那市坂下 3297） 

(2)行為者    元社員 ※2026年 3月 19日 懲戒解雇 

(3)事案概要   ①2025年 12月 1日（月）、行為者は、自己が転送処理すべき郵便物 2通を研修資料と

ともに局外に持ち出し、自己の通勤用バイクに隠匿しました。 

         ②同月 8日（月）、行為者は、自己が誤配達したと勘違いした郵便物 2通を配達先の郵

便受箱から回収し、自己の通勤用バイクに隠匿しました。 

         ③同月 22日または 23日に、行為者は、通勤用バイクに隠匿していた上記①②の合計

4通を路上に落失しました。 

(4)発覚の端緒  2025 年 12 月 23 日（火）、お客さまから当該局に対し「郵便局内の資料と郵便物が落

ちている」旨の連絡があり、管理者が回収しました。 

 

2 郵便物 1通の隠匿及び毀損疑い 

(1)発生局    穂高郵便局（長野県安曇野市穂高 5617－1） 

(2)行為者    不明 

(3)事案概要   2026 年 1 月 8 日（木）、社員が使用する防寒着から、毀損した郵便物 1 通（2025 年 3

月に配達すべきもの）を発見しました。 

(4)発覚の端緒  防寒着を使用している社員自身が防寒着のポケットから当該郵便物を発見し、すぐに

帰局し、上司に報告しました。 

 

3 お客さま対応及び警察対応 

   2事案ともに、差出人さま及び受取人さまに説明し、お詫びしております。 

   また、それぞれの所轄の警察署に相談しております。 

4 その他 

   今般の事案を受けて、コンプライアンス指導の徹底に努めてまいります。 

以 上 

 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

日本郵便株式会社 信越支社 

郵便局支援・未来創造部（広報担当） 

電話：（直通）026-231-2239 

長野県内の郵便局社員による郵便法違反事案 等 


